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命 令 書 

 

 

再審査申立人  Ｙ法人 

 

再審査被申立人  Ｘ１組合 

 

 

上記当事者間の中労委令和２年（不再）第２７号事件（初審大阪府労委令和元

年（不）第３２号事件）について、当委員会は、令和３年６月１６日第３１１回

第三部会において、部会長公益委員畠山稔、公益委員両角道代、同鹿野菜穂子、

同松下淳一、同鹿士眞由美出席し、合議の上、次のとおり命令する。 

 

主         文 

 

本件再審査申立てを棄却する。 

 

理         由 

 

第１ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

本件は、再審査被申立人Ｘ１組合（以下「組合」という。）が、平成３１

年４月１８日付け、令和元年５月１６日付け、同月２２日付け及び同年６月

５日付けで、再審査申立人Ｙ法人（以下「法人」という。）に対し、組合の

組合員であるＡ１及びＡ２の解雇撤回を求めて団体交渉を申し入れた（以

下「本件団体交渉申入れ」という。）ところ、法人が、組合員名簿、組合規
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約及び組合費の受領証等（以下「組合員名簿等」という。）の提出がないこ

とを理由に組合との団体交渉に応じなかったことが、労働組合法（以下「労

組法」という。）第７条第２号の不当労働行為に該当するとして、令和元年

９月３０日に大阪府労働委員会（以下「大阪府労委」という。）に対して救

済申立てを行った事件（以下「本件申立て」という。）である。 

２ 初審において請求した救済内容の要旨 

⑴ 団体交渉応諾 

⑵ 誓約文の掲示 

３ 初審命令の要旨 

大阪府労委は、令和２年６月１５日付けで、法人が本件団体交渉申入れに

応じなかったことは、労組法第７条第２号の不当労働行為に該当するとし

て、法人に対し、団体交渉応諾及び文書手交を命じることを決定し、同月１

７日、組合と法人に対し、命令書（以下「初審命令」という。）を交付した。 

４ 再審査申立ての要旨 

 法人は、令和２年７月２日、初審命令を不服として、初審命令の取消し及

び本件申立ての棄却を求めて、当委員会に対し、再審査を申し立てた。 

５ 本件の争点 

法人が本件団体交渉申入れに応じなかったことは、労組法第７条第２号

の不当労働行為に当たるか。 

 

第２ 当事者の主張 

１ 争点について 

⑴ 組合の主張 

ア 法人は、本件団体交渉申入れに対し、Ａ２及びＡ１（以下「Ａ２ら」

という。）が組合の組合員であるか否かを確認するためとして、組合員

名簿等の提出を求め、団体交渉に応じなかった。 
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組合は、Ａ２らが組合の組合員であることを明らかにしているから、

団体交渉の開始要件としてはそれで十分である。法人は、組合員名簿等

の提出にこだわるが、組合が組合員名簿等を提出しないことは、法人の

団体交渉拒否を正当化するものではない。 

イ 平成３０年４月４日に、組合が、あえてＢ１組合の名称で団体交渉を

行ったのは、法人に対し、Ｘ２分会（以下「本件分会」という。）が組

合の分会の一つであることを伝えることで、法人が過剰に反応するこ

とを心配したからである。しかし、同日の団体交渉は、実質的には法人

と組合との間の団体交渉であった。 

ウ 平成３０年４月４日及び同年７月１０日に団体交渉があった事実は

認める。しかし、同年９月１日は、法人の理事長及び参与並びにＡ２ら

の４名で意見交換を行ったものにすぎず、団体交渉ではない。また、同

年１０月２２日も、法人の理事長及び参与並びに組合の書記長及びＡ

２らの５名が、ホテルのラウンジで会談したものであり、団体交渉では

ない。法人は、平成３１年１月２３日に団体交渉が予定されていたと主

張するが、いつ開催されるのか、実際に開催できるか分からない状態だ

ったので、組合は、同月２２日に、確実に手続を進められる訴訟を準備

すると法人に伝えたのである。組合が訴訟の準備に入る旨通知したこ

とをもって、法人がその後の組合からの本件団体交渉申入れを拒絶す

る正当な理由にはならない。 

⑵ 法人の主張 

ア 法人は、組合が真にＡ２らを代表する労働組合であるか否かを確認

するために組合員名簿等の提出を求めたものであり、団体交渉自体を

拒否したことはない。組合は、平成３０年４月４日に本件分会の名称と

は異なるＢ１組合の名称で団体交渉を行っており、法人が本件団体交

渉申入れに慎重に対応することにも正当な理由があったというべきで



4 

ある。 

イ 法人は、組合がいわゆる合同労組であり、Ａ２らの解雇後、法人には

組合の組合員が一人もいなくなっており、また、Ａ２らが既に法人とは

別の学校で勤務しているとの情報に接していたから、Ａ２らがいまだ

組合の組合員であることを証明してもらうために組合員名簿等の提出

を求めたものであり、労組法第７条第２号に違反していない。 

ウ 法人は、組合が令和２年１月６日になって、組合及び本件分会の組合

規約を大阪府労委に提出しているが、これは、法人に組合員名簿等を開

示しても何ら問題がなかったことを示しており、これまで、組合が法人

の求めを拒絶してきたことに正当な理由はないことを、組合自らが認

めることに他ならない。 

エ 法人は、組合との間で、組合員名簿等の提出以外にも、団体交渉の日

時、場所、出席者、録音・録画の可否及び会場の費用負担その他につい

て合意ができていなかったことから、団体交渉を行うことはできなか

ったものである。それ故、本件団体交渉申入れに応じなかったことは不

当労働行為に当たらない。 

オ 法人は、組合との間で、平成３０年４月４日、同年７月１０日、同年

９月１日、同年１０月２２日と計４回団体交渉を行った。組合は、Ａ２

らの解雇後、平成３１年１月２３日に予定されていた法人との団体交

渉を断り、「今後は、団体交渉ではなく、法廷闘争の準備に入る」旨通

知した。現に、Ａ２ら及び組合を原告とし、法人を被告とする解雇無効

等の裁判が、大阪地方裁判所に係属している。このような経緯に照らせ

ば、法人が本件団体交渉申入れに応じなかったとしても不当労働行為

にはならない。 

２ 救済の利益に係る法人の主張について 

法人は、令和２年９月３０日に団体交渉に応じたのであるから、初審命令
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主文は取り消されるべきである。 

 

第３ 当委員会の認定した事実 

１ 当事者 

⑴ 法人 

法人は、肩書地に本部を置き、中等部及び高等部から成る学校を運営し

ており、令和２年４月１４日現在の教職員数は１７名である。 

⑵ 組合 

 組合は、肩書地に事務所を置き、主に大阪府内の私立学校等の教職員等

で構成する労働組合であり、Ｂ２組合に加盟し、令和２年４月１４日現在

の組合員数は約８７０名である。 

 組合は、個人加盟を原則とするが、単位組合の加盟も認める労働組合で

あり、本件分会は、組合の分会の一つである。 

２ Ａ２らの解雇まで 

⑴  平成２０年４月、Ａ２は、法人の前身であるＣ１法人のＣ２語科教諭

（常勤講師）として採用され、法人の教諭（専任教員）として、高等部

３年生の担任及び教務部長等の業務に従事していた。 

⑵  平成２３年３月２１日、Ａ１は、法人の常勤講師として採用され、平

成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで育児のために休業し、

同年４月１日からは、法人の教諭（専任教員）として、Ｃ３語学科主任、

学生支援部、進路指導部（Ｃ４大学担当）、担任及び副担任等の業務に従

事していた。 

⑶  平成３０年３月２９日、法人はＡ１に対し、同月２６日付け「退職勧

告書」と題する書面により退職勧告した。 

⑷  平成３０年３月、本件分会は、法人で勤務する教職員で構成するＢ１

組合の組合員が、組合に加盟して結成された。 
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⑸  本件分会は法人に対し、平成３０年３月３１日付け「退職勧告撤回を

求める団体交渉の要求書」と題する書面を提出し、団体交渉を申し入れ

た。なお、この要求書には、「Ｂ１組合」の名称が記載されていた。 

⑹  平成３０年４月４日、組合と法人は、団体交渉を行った。法人は、「財

政的な理由による希望退職にしないか」という提案をするとともに、Ａ

１に対し、自宅待機命令を発した。同月７日、法人は、上記⑶の退職勧

告を撤回した。 

⑺  本件分会は法人に対し、平成３０年５月１６日付け団体交渉申入書を

提出し、団体交渉を申し入れた。この団体交渉申入書には、要求事項と

して、「Ａ１に対する退職勧奨を中止し、自宅待機を解くこと」等が記載

されていた。なお、この団体交渉申入書には、「Ｂ１組合」の名称が記載

されていた。 

⑻  組合及び本件分会は法人に対し、平成３０年６月２日付け団体交渉申

入書を提出し、団体交渉を申し入れた。この団体交渉申入書には、「下記

の要求について、団体交渉を申し入れますので、誠意を持って応諾され

ますよう、要請します。なお、Ｂ２組合は個人加盟を原則としている単

一体の労働組合であるため、Ｂ２組合に団体交渉を申し入れる権利があ

り、団体交渉にＢ２組合役員が出席する権利があります。故に、Ｂ２組

合役員の出席を理由に団体交渉を拒否することは、労働組合法第７条に

規定されている不当労働行為（違法行為）になることを申し添えます。」

等が記載され、要求事項として、組合の組合員であるＡ１について、退

職勧奨を撤回し、謝罪すること等が記載されていた。なお、この団体交

渉申入書以降の組合の書面には、本件分会の名称が「Ｘ２分会」であり、

本件分会の委員長がＡ２であることが明記されていた。 

⑼ 平成３０年７月１０日、組合と法人は、団体交渉を行った。 

⑽  本件分会は法人に対し、平成３０年７月２７日付け団体交渉申入書を
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提出し、団体交渉を申し入れた。この団体交渉申入書には、要求事項と

して、「Ａ１教諭を２学期から復職させること」等が記載されていた。 

⑾  法人はＡ１に対し、上記⑹の自宅待機命令の後、平成３０年４月分か

ら同年６月分までの賃金を支払っていたが、同年７月分以降の賃金を支

払わなくなった。 

⑿  組合及び本件分会は法人に対し、平成３０年８月２５日付け「抗議及

び要求書」と題する書面を提出し、団体交渉を申し入れた。この「抗議

及び要求書」には、要求事項として、「Ａ１教諭に対する本年７月以降の

賃金未払いは、その理由も就業規則上の根拠も示されず、極めて不当で

す。」及び「可及的速やかに賃金を支払うとともに、２学期から就労させ

るよう要求します。そして、Ａ１教諭の就労に関する団体交渉の開催を

要求します。」等が記載されていた。 

⒀  法人はＡ１に対し、平成３０年９月１日付け指示書を提出した。この

指示書には、「貴殿に、引き続き自宅待機を業務命令いたします。」等が

記載されていた。 

 同日、組合と法人は、話合いを行った。 

  ⒁ 平成３０年９月６日、本件分会は大阪府労委に対し、法人を相手方とし

て、Ａ１の自宅待機解除と職場復帰を調整事項として、あっせん申請を行

った。あっせん申請書には、交渉経過として、①平成３０年３月２９日Ａ

１「退職勧告書」を受ける、②同年３月３１日「退職勧告撤回の要求書」

提出、③同年４月４日団体交渉、「使用者 事実確認は不要だ。経営が苦

しいので退職を考えよ。」、「組合 パワハラがあり、事実確認もなく不当

だ。リストラならば手順が違う。」、④同年７月１０日団体交渉、「使用者

学校の経営が苦しい。沈む船に戻ってきたい理由がわからない。」、「組合

Ａ１をターゲットにする理由が不明。経営問題とは切り離して考えよ。」、

⑤同年９月１日理事長・参与・本人・組合委員長４名で意見交換、「使用
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者 自宅待機は業務命令。理由は『退職勧告』と同じ。期限はずっと。」、

「組合 業務命令で期限がない、理由も曖昧なのは納得いかない。」等が

記載されていた。 

同年１１月２７日、同あっせんは打切りとなった。 

⒂ 平成３０年１０月２２日、組合と法人は、話合いを行った。 

⒃ 平成３０年１２月１０日、法人はＡ１に対し、平成３１年１月９日付け

で解雇する旨通知した。 

⒄ 平成３０年１２月１７日、法人はＡ２に対し、Ａ２が「組合ニュース７

号」を学内で配付したことを理由に、同月１８日から休業日を除く７日間

を停職とする懲戒処分をした。 

⒅ 平成３１年１月１０日、法人はＡ２に対し、Ａ２が上記⒄の懲戒処分に

ついて「始末書」を提出しないことを理由に、同月１１日から休業日を除

く７日間を停職とする懲戒処分をした。 

⒆ 組合は法人に対し、平成３１年１月１７日付け「抗議書」と題する書面

を提出した。この抗議書には、「Ａ１教諭の代理人弁護士及びＡ１教諭が

所属するＢ２組合に対し、何の回答もせず無視したままＡ１教諭の離職

手続きをすすめるような一方的な対応は、極めて非常識であり不誠実極

まりない。ここに強く抗議する。同時にＡ１教諭の私学共済資格を喪失さ

せないよう要求する。」等が記載されていた。 

⒇ 平成３１年１月２２日、法人はＡ２に対し、同日付けで解雇する旨通知

した。 

 同日、組合は法人に対し、「不当解雇に抗議する」と題する書面をファ

クシミリで送信した。この書面には、「Ｘ２分会・Ａ２委員長に対する１

月２２日付の解雇通告は不当解雇であり、到底容認できない。団交申入れ

で２３日の団交についてＢ２組合は了解していたが、もはや団体交渉で

の解決は望めないとの判断により、Ｂ２組合とＸ２分会・Ａ２委員長は不
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当解雇撤回に向け、法廷闘争の準備に入ることを通告する。」等が記載さ

れていた。 

３ Ａ２らの解雇後から本件申立てまで 

⑴  平成３１年４月３日、Ａ２ら及び組合は、法人を相手方として、Ａ２

らの労働契約上の権利を有する地位を確認すること及び組合に対する

不当労働行為に係る損害賠償金の支払等を求め、大阪地方裁判所に対し、

訴状を提出し、訴訟を提起した。なお、本件再審査結審時において訴訟

は係属している。 

⑵ 組合は法人に対し、平成３１年４月１８日付け団体交渉申入書を提出

し、団体交渉を申し入れた。 

この団体交渉申入書には、①「Ｘ２分会のＡ２委員長に対する解雇は組

合活動を理由とした解雇で極めて不当である。」、②「大阪地方裁判所に提

訴している（中略）。同時に、労使紛争は当事者同士の話し合いによる解

決が望ましく、裁判所での審理とともに労使交渉も同時進行すべきと考

える。」、③「Ｂ２組合の組合員であるＡ２教諭及びＡ１教諭の解雇撤回を

求め、下記の要領で団体交渉を申し入れるので、誠意を持って対応された

い。」等が記載され、団体交渉の日程及び場所等に係る記載があった。 

⑶ 平成３１年４月３０日、法人は組合に対し、回答書をファクシミリで送

信した。 

この回答書には、組合の同月１８日付け団体交渉申入書に回答すると

して、①本日現在、組合の訴状が届いていないので、そのことを前提に回

答する、②Ａ２に関しては、本年１月２２日の解雇後、同月３０日付け同

人作成の「解雇撤回の要求書」が提出された後は、組合を通して解雇の有

効性を争う旨の言動を法人に対してしていない、従って、Ａ２が、解雇後

も組合の組合員であり続けているのか、解雇の有効性を争う意思がある

のか疑わしい、③Ａ１についても、解雇の有効性を争う意思を示していた
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ものの、それは専ら、Ａ１が依頼した弁護士を通じて争うという趣旨のも

のであり、組合が同月２３日開催予定の団体交渉への参加を前日になっ

て撤回した後は、組合を通じての主張・要求等はなかったため、Ａ１につ

いても、解雇の前後を通じて組合の組合員であったのか疑わしい、④「従

って、今後、貴組合を当事者として、Ａ１等の解雇の有効性等に関して団

体交渉に応じるか否かを判断する前提として、貴組合に当学園との団体

交渉当事者適格があることを、貴組合が先ず証明して頂きたい。」等が記

載されていた。 

法人は、この回答書を送信後、組合の同年４月１８日付け団体交渉申入

れに応じていない。 

⑷ 組合は法人に対し、令和元年５月１６日付け団体交渉申入書を提出し、

団体交渉を申し入れた。 

この団体交渉申入書には、①「Ａ２氏及びＡ１氏は、Ｘ１組合に所属し

ており、だからこそ、団体交渉を申し入れているのである。」、②組合は、

労組法に基づいた規約を持ち、個人加盟を原則とした労働組合であり、私

学の教職員が個人の意思で加盟し、その教職員全体で構成する単一労働

組合である、組合の代表である執行委員長名で団体交渉を申し入れてい

る、③組合の組合員であるＡ２らの解雇撤回を求め、団体交渉を再度申し

入れるので、誠意をもって対応されたい旨等が記載されていた。 

⑸ 令和元年５月２１日、法人は組合に対し、回答書をファクシミリで送信

した。 

この回答書には、組合の同月１６日付け団体交渉申入書に回答すると

して、①「４月３０日付本学作成の『回答書』で、『貴組合に当学園との

団体交渉当事者適格があることを、貴組合が先ず証明して頂きたい。』と

求めたにも拘らず、貴組合の上記『団体交渉申入書』では、何の証明にも

なっていない。」、②「やむを得ず、貴組合に、Ａ１及びＡ２が、各自、解
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雇の前後にわたって貴組合の組合員であることが判る資料、例えば、組合

員名簿等、並びに、上記両名が、各自、解雇の前後にわたって組合費を支

払っていることが判る資料、例えば、組合規約及び受領証等の帳票類等の

提出を求める。」、③「いずれも、一部抜粋及び写しも可とする。」等が記

載されていた。 

法人は、この回答書を送信後、組合の同年５月１６日付け団体交渉申入

れに応じていない。 

⑹ 組合は法人に対し、令和元年５月２２日付け団体交渉申入書を提出し、

団体交渉を申し入れた。 

この団体交渉申入書には、①法人の同月２１日付け回答書で組合に組

合員名簿等々の提出を求めているが、それは、組合の組織・運営に関わる

ことへの介入で、労組法第７条が定めている不当労働行為であると考え

る、②組合の代表者が、Ａ２らは組合の組合員であることを同月１６日付

け団体交渉申入書で明言しているにもかかわらず、「何の証明にもなって

いない」と決めつけることは、団体交渉を拒否する口実としか考えられな

い、③「組合員資格等の証明」を条件にした、これ以上の団体交渉拒否は

二重の不当労働行為であることを強く主張する、④組合の組合員である

Ａ２らの解雇撤回を求め、団体交渉を再々度申し入れるので、誠意をもっ

て対応されたい旨が記載されていた。 

⑺ 令和元年５月２４日、法人は組合に対し、回答書をファクシミリで送信

した。 

この回答書には、組合の同月２２日付け団体交渉申入書に回答すると

して、①前回の「回答書」で、組合に対し、「Ａ１及びＡ２が、各自、解

雇の前後にわたって貴組合の組合員であることが判る資料、例えば、組合

員名簿等、並びに、上記両名が、各自、解雇の前後にわたって組合費を支

払っていることが判る資料、例えば、組合規約及び受領証等の帳票類等」
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（一部抜粋及び写しも可）の提出を求めることは、労組法第７条に違反し

ない、②再度、早急に上記各資料の提出を求める旨が記載されていた。 

法人は、この回答書を送信後、組合の同年５月２２日付け団体交渉申入

れに応じていない。 

⑻ 組合は法人に対し、令和元年６月５日付け団体交渉申入書を提出し、団

体交渉を申し入れた。 

この団体交渉申入書には、①組合は団体交渉を改めて申し入れる、②法

人が資料提出を求めることは不当労働行為と判断しており、資料を提出

する意思がないことを改めて通告する、③法人は、資料提出がなければ団

体交渉に応じないのか、明確に意思表示されたい旨が記載されていた。 

⑼ 令和元年６月７日、法人は組合に対し、回答書をファクシミリで送信し

た。 

この回答書には、組合の同月５日付け団体交渉申入書に回答するとし

て、①前回及び前々回の「回答書」で、組合に対し、「Ａ１及びＡ２が、

各自、解雇の前後にわたって貴組合の組合員であることが判る資料、例え

ば、組合員名簿等、並びに、上記両名が、各自、解雇の前後にわたって組

合費を支払っていることが判る資料、例えば、組合規約及び受領証等の帳

票類等」（一部抜粋及び写しも可）の提出を求めたことは、労組法第７条

に違反しないし、不当労働行為にも当たらない、②再々度、早急に、上記

各資料の提出を求める旨が記載されていた。 

法人は、この回答書を送信後、組合の同年６月５日付け団体交渉申入れ

に応じていない。 

⑽ 令和元年９月３０日、組合は大阪府労委に対し、本件申立てを行った。 

４ 初審命令交付後の事情 

⑴ 組合は法人に対し、令和２年９月２５日付け要求書を提出し、団体交渉

を申し入れた。 
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 この要求書には、「９月３０日の団体交渉で下記の事項を要求します。

誠意をもって回答されますよう要請します。なお、大阪府労働委員会が理

事長に命じたＢ２組合に提出する文書を団交開催時に手交されたい。」等

が記載され、要求事項として、①Ａ２の２０１９年度の源泉徴収票を発行

すること、②Ａ１の私物を返還すること、③Ａ２らの解雇を撤回し、原職

復帰させること、また、解雇以降、今日までの賃金を支払うこと、④当委

員会への再審査申立てを取り下げることが記載されていた。 

⑵ 令和２年９月３０日、組合と法人は、団体交渉を行った。 

 

第４ 当委員会の判断 

１ 争点（法人が本件団体交渉申入れに応じなかったことは、労組法第７条第

２号の不当労働行為に当たるか。）について 

⑴ 組合は、平成３１年４月１８日付け、令和元年５月１６日付け及び同月

２２日付け団体交渉申入書を提出して団体交渉申入れをしているところ、

各団体交渉申入書には、組合の組合員であるＡ２らの解雇撤回を求め、団

体交渉を申し入れる旨が記載され（第３の３⑵、⑷及び⑹）、これに続く

同年６月５日付け団体交渉申入書には、団体交渉を改めて申し入れる旨

が記載されている（第３の３⑻）。したがって、本件団体交渉申入れの要

求事項は、いずれも組合の組合員であるＡ２らの解雇の撤回であったと

いうことができる。 

本件団体交渉申入れの要求事項は、組合の組合員である従業員の解雇

撤回という従業員の処遇に関する事項であるから、義務的団交事項に当

たる。 

⑵ 本件団体交渉申入れに対する法人の対応は、次のとおりである。 

組合の平成３１年４月１８日付け団体交渉申入れに対し、法人は、同月

３０日付け回答書を組合に送信して、団体交渉申入れに応じなかった。同
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回答書には、Ａ２らが組合の組合員であったのか疑わしいので、組合がＡ

２らの解雇の有効性等に関して法人との団体交渉当事者適格があること

をまず証明していただきたい旨が記載されていた（第３の３⑶）。 

組合の令和元年５月１６日付け団体交渉申入れに対し、法人は、同月２

１日付け回答書を組合に送信して、団体交渉申入れに応じなかった。同回

答書には、組合の同月１６日付け団体交渉申入書では、組合に団体交渉当

事者適格があることについての何の証明にもなっておらず、Ａ２らが解

雇の前後にわたって組合の組合員であることが分かる組合員名簿等の提

出を求める旨が記載されていた（第３の３⑸）。 

組合の同月２２日付け団体交渉申入れに対し、法人は、同月２４日付け

回答書を組合に送信して、団体交渉申入れに応じなかった。同回答書には、

法人が団体交渉の前提として組合に対し組合員名簿等の提出を求めるこ

とは労組法第７条に違反しておらず、再度、早急に提出を求める旨が記載

されていた（第３の３⑺）。 

組合の同年６月５日付け団体交渉申入れに対し、法人は、同月７日付け

回答書を組合に送信して、団体交渉申入れに応じなかった。同回答書には、

法人が組合に組合員名簿等の提出を求めることは労組法第７条に違反せ

ず不当労働行為にも当たらない旨、再々度、早急に提出を求める旨が記載

されていた（第３の３⑼）。 

このように、法人は、本件団体交渉申入れに対し、終始、組合に組合員

名簿等の提出を求め、組合員名簿等の不提出を理由に団体交渉を拒否し

た。 

⑶ 上記⑴で述べたとおり、本件団体交渉申入れの要求事項は義務的団交

事項に当たるから、法人は、本件団体交渉申入れに対し、原則として速や

かに応ずる義務を負うものと解されるところ、上記⑵で述べたとおり、法

人は、これに応ずることなく団体交渉を拒否した。 
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もっとも、本件において、法人は、組合員名簿等の不提出を理由に団体

交渉を行わなかったものであり、この対応につき正当な理由があった旨

主張するので、これが本件団体交渉申入れを拒否する正当な理由に当た

るかを検討する。 

ア 法人は、組合がＡ２らを代表する労働組合であるか否かに疑義が生

じたとし、その前提に立って、この点を確認するために組合に対し組合

員名簿等の提出を求めたのであって、組合員名簿等の提出を求めこれ

が提出されるまで団体交渉を拒否することには正当な理由があると主

張する。 

しかしながら、組合は、Ａ２らの解雇撤回を要求事項とする本件団体

交渉申入れをする際には、法人に対し、Ａ２らが組合の組合員であるこ

とを明らかにすれば足り、組合員名簿等を提出することを要しない。 

しかるところ、組合は、平成３１年４月１８日付け団体交渉申入書に

おいて、「Ｘ２分会のＡ２委員長に対する解雇は組合活動を理由とした

解雇で極めて不当である」「Ｂ２組合の組合員であるＡ２教諭及びＡ１

教諭の解雇撤回を求め」、団体交渉を申し入れる旨を記載している（第

３の３⑵）。また、組合は、令和元年５月１６日付け団体交渉申入書に

おいて、「Ａ２氏及びＡ１氏は、Ｘ１組合に所属しており」と記載して

（第３の３⑷）、Ａ２らが組合の組合員であることを明示している。さ

らに、法人は、本件団体交渉申入れ以前にも、平成３０年７月１０日に

組合の組合員であるＡ１の退職勧奨の撤回を要求する団体交渉に応じ

（第３の２⑼）、同年９月１日及び同年１０月２２日に組合との間で話

合いを行っており（第３の２⒀及び⒂）、Ａ２らを解雇するまでの一連

の経緯により、組合がＡ２らの代表者であることを承知していたと推

認することができる。このほか、組合がＡ２らの代表者であることに疑

念を生じさせる客観的な事情も存しない。 
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このように、組合は、Ａ２らが組合の組合員であることを明らかにし

ているのであるから、法人が、組合がＡ２らを代表する労働組合である

ことの確認のために組合員名簿等の提出を求めた旨の主張は、採用す

ることができない。 

イ 法人は、この点に関し、組合が平成３０年４月４日の団体交渉を「Ｂ

１組合」という名称で行ったことを指摘して、組合からの本件団体交渉

申入れに慎重に対応することにも正当な理由があったと主張する。 

しかし、同年３月３１日付け本件分会の要求書には、「Ｂ１組合」の

名称が記載されている（第３の２⑸）ものの、その後、組合及び本件

分会は、同年６月２日付けで、「Ｘ２分会」の名称及びその委員長がＡ

２であることを明記した団体交渉申入書を提出して、組合の組合員で

あるＡ１の退職勧奨の撤回を要求する団体交渉を申し入れている（第

３の２⑻）。これに対し、法人は、同年７月１０日の団体交渉に応じ（第

３の２⑼）、さらに、組合との間で、同年９月１日及び同年１０月２２

日の話合いを行っている（第３の２⒀及び⒂）。そうすると、法人は、

同年７月１０日の団体交渉の時点において、前述したとおり、既に組

合がＡ２らの代表者として団体交渉を申し入れていることを承知して

いたと推認できる。したがって、法人の上記主張は、採用の限りでな

い。 

ウ 法人は、①Ａ２らの解雇後、法人には組合の組合員が一人もいなくな

っていること、②Ａ２らが既に法人とは別の学校で勤務しているとの

情報に接していたことを挙げ、これらの点からも法人は、本件団体交渉

申入れの時点で組合がＡ２らの代表者であるかにつき疑念を抱いたの

であり、法人の対応には正当な理由がある旨主張する。 

しかし、組合は、Ａ２らの解雇撤回を求めて本件団体交渉申入れをし

ており、労働契約関係の終了そのものが争われているのであるから、法
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人は労組法第７条の「使用者」に該当し、Ａ２らが所属する組合は同条

第２号の「使用者が雇用する労働者の代表者」に該当する。したがって、

法人はＡ２らの所属する組合から申し入れられたＡ２らの解雇撤回に

係る本件団体交渉申入れを拒否することはできない。上記①及び②の

事情があるか否かは、組合が同号の「使用者が雇用する労働者の代表者」

に該当するとの判断を左右するものではなく、法人の上記主張には理

由がない。 

エ 法人は、組合が令和２年１月６日に組合規約を大阪府労委に提出し

たことをもって、法人に組合員名簿等を提出することを拒絶できない

旨主張する。 

法人の上記主張は、その趣旨が判然としないが、いずれにせよ、組合

は、労組法に規定する救済を得るため、労組法第５条第１項の規定によ

り、大阪府労委に対し、労働組合の規約等を提出したものである。しか

し、同項の規定は、法人が組合に対し組合員名簿等の提出を求める根拠

となるものではない。したがって、法人の上記主張は採用の限りでない。 

オ 法人は、組合員名簿等の提出を求めた理由として、Ａ２らの解雇後、

組合から平成３１年１月２３日に予定されていた団体交渉を断り、今

後は団体交渉ではなく、法廷闘争の準備に入る旨の通知をし、組合及び

Ａ２らが法人を被告とする解雇無効等の訴訟を提起したことを挙げる。 

法人の同主張は、その趣旨が判然としないが、組合が団体交渉への参

加を撤回した後、Ａ２らが法人に対し、解雇無効等について組合を通じ

ての主張や要求を行わないまま、訴訟を提起したことからみて、Ａ２ら

が組合の組合員であり続けているのか疑わしいことをいうものとも解

される。 

しかし、組合は、同年４月１８日付け及び令和元年５月１６日付け団

体交渉申入書において、Ａ２らが組合の組合員であることを明らかに
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していることは前述したとおりである。法人の指摘する上記事情は、こ

の判断を左右するものではない。 

カ 以上のとおり、本件事情の下で、法人が、組合がＡ２らの代表者であ

ることの確認を理由に、組合に組合員名簿等の提出を求める必要性や

相当性がないことは明らかであり、組合の組合員名簿等の提出に係る

法人の主張は失当である。 

そうすると、法人が、義務的団交事項である本件団体交渉申入れに対

し、組合の組合員名簿等の不提出を理由に団体交渉に応じなかったこ

とは、正当な理由による団体交渉拒否には当たらない。 

⑷ 法人は、組合の組合員名簿等の提出以外にも、団体交渉に応じなかった

理由がある旨主張するので検討する。 

ア 法人は、組合との間で、団体交渉の日時、場所、出席者、録音・録画

の可否及び会場の費用負担その他について合意ができていなかったこ

とから、団体交渉を行うことができなかったと主張する。 

しかし、上記⑶で述べたとおり、法人が、本件団体交渉申入れに対し、

組合の組合員名簿等の不提出を理由に団体交渉に応じなかったことは、

正当な理由による団体交渉拒否には当たらない。 

そうすると、法人は、本件団体交渉申入れを受けて、組合との間で、

団体交渉の日時、場所、出席者、録音・録画の可否及び会場の費用負担

その他について協議する必要があるが、法人が組合とこのような協議

をしたことの証明はない。したがって、この点に係る法人の主張は採用

の限りでない。 

イ 法人は、Ａ２ら及び組合が、法人を被告とする解雇無効等の訴訟を提

起した経緯に照らせば、法人が本件団体交渉申入れに応じなかったと

しても不当労働行為に当たらない旨主張する。同主張は、その趣旨が判

然としないが、Ａ２ら及び組合が訴訟を提起したことにより、組合は本
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件団体交渉申入れによる解決を選択し得なくなったことをいうものと

も解される。 

しかし、従業員の解雇に関する問題の解決には、団体交渉ばかりでな

く、労働委員会への救済申立て、裁判所への訴訟の提起等の複数の方法

があるところ、Ａ２ら及び組合が、複数の方法を利用することは妨げら

れるものではなく、その一つを選択することによって他を選択し得な

くなるものではない。 

そして、組合は、平成３１年４月１８日付けで、法人に対し、組合の

組合員であるＡ２らの解雇撤回を求めて、団体交渉を申し入れるに当

たり、同日付け団体交渉申入書には、「労使紛争は当事者同士の話し合

いによる解決が望ましく、裁判所での審理とともに労使交渉も同時進

行すべきと考える。」と記載し（第３の３⑵）、訴訟による解決方法のほ

かに、団体交渉による解決方法をも採ることを明らかにしている。 

したがって、この点に係る法人の主張は採用の限りでない。 

⑸ 以上によれば、法人が本件団体交渉申入れに応じなかったことは、正当

な理由のない団体交渉拒否であり、労組法第７条第２号の不当労働行為

に当たる。 

２ 救済方法 

⑴ 法人は、令和２年９月３０日に団体交渉に応じたのであるから、初審命

令主文は取り消されるべきであると主張する。 

確かに、前記（第３の４⑴及び⑵）のとおり、組合が同月２５日付けで

本件団体交渉申入れの要求事項であるＡ２らの解雇の撤回を始めとする

要求事項について団体交渉申入れをしたところ、同月３０日に組合と法

人が団体交渉を行ったことは、審査の全趣旨から認定することができる。

しかし、同日の団体交渉において、法人が、Ａ２らの解雇の撤回の要求事

項について必要な説明を尽くすなどして誠実に交渉に応じたことについ
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ては、証明されていない。したがって、本件団体交渉申入れについては、

なお団体交渉を開催して問題を解決すべき利益と必要性が失われたと認

めることはできない。 

⑵ 本件における不当労働行為に対する救済方法としては、本件団体交渉

申入れに対するこれまでの法人の対応、初審及び再審査における当事者

双方、特に法人の対応その他本件に表れた一切の事情を考慮すると、初審

命令と同様の方法によるのが相当である。 

３ 結論 

以上によれば、本件再審査申立ては理由がない。 

 

よって、労組法第２５条、第２７条の１７及び第２７条の１２並びに労働委員

会規則第５５条を適用して、主文のとおり命令する。 

 

令和３年６月１６日 

 

中央労働委員会 

  第三部会長  畠山  稔 

 


